
平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ 7 日
水管理・国土保全局防災課

平成26年の国交省所管公共土木施設の災害査定結果について

平成26年に被災した、地方自治体が管理している公共土木施設の災害復旧事業
を決定するための災害査定が２月６日までに全て終了しましたので、その結果を
公表します。※１

１，Ｈ２６災の特徴：７～８月の台風及び梅雨前線による集中豪雨、９月～１０月の断続
的な台風上陸、１１月の長野県北部地震などにより、東北・中部・近畿・四国地方に被
災が集中。

２，査定決定箇所：８，８２３箇所（過去４年（平成２３年を除く）平均の０．７５倍）

３，査定決定金額：１，２１８億円（過去４年（平成２３年を除く）平均の０．９７倍）

４，都道府県別の査定決定額：別紙のとおり。上位３都道府県は以下のとおり。
１位：高知県（１３８億円）
２位：岐阜県（１２７億円）
３位：長野県（ ９０億円）

５，平成２６年の「災害査定」に出動した国土交通省職員の延べ人員は６１２名、査定に要した
延べ日数は２，１７４日 （平成２５年は延べ人員は８５２名、査定に要した延べ日数は３，３４６
日 ）となっています。

６，緊急調査：地方自治体の要請に基づき、災害査定前においても国土交通省防災課職員
が現地に赴き、復旧工法などの助言をする仕組みであり、平成２６年は、長野県（白馬
村、小谷村）において緊急調査を実施。

７，災害復旧技術専門家派遣：自然災害が発生した際、地方自治体の要請に基づき「災害復旧
技術専門家」を災害現地に派遣し、地方公共団体等の行う災害復旧活動の支援・助言を行う制
度（平成１５年創設）で、平成２６年度より大規模災害時には国土交通省防災課が被災自治体
等と調整の上、技術専門家を派遣する制度へと改善し、山形県、長野県、広島市の災害へ派
遣実施。

注）災害査定とは：河川・道路など被災した公共土木施設の復旧工事に迅速に着手
できるように、施設管理者である自治体の準備が整い次第、国の職員が被災現地
に赴いて、被災箇所毎に復旧工法と復旧事業費を調査の上決定する制度。なお、
災害査定前であっても施設管理者の判断により、復旧工事に着手することは可能。

＜参考資料＞
１，都道府県別査定箇所、査定金額一覧表
２，災害復旧事業の特徴
３，査定前に工事着手した例（２件）
４，復旧に併せて改良事業により機能向上を図った例（広島市安佐北区高谷川）
５，災害復旧技術専門家派遣制度

※１：数値は、都市局・港湾局所管施設を除く平成27年 2月 6日現在としての【速報値】を使用
しているため、最終値は異なってくる場合があります。

【問い合わせ先】 国土交通省水管理・国土保全局防災課

災害査定官 横林 直樹 （よこばやし なおき） （内線 ３５７１５）

災害査定官（改良） 石尾 浩市 （いしお こういち） （内線 ３５７２５）
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